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            登校後に警報が発令された場合 

 

◆通常の下校では危険が予想される場合◆  

  

 

 

◆急に風雨が強まるなど下校が困難な場合◆  

 

 

 

 

 

 

 

 

○  臨時休業時の家庭での過ごし方について、ご指導をお願いします。  

○  臨時休業のために給食中止をした場合、給食費の返金はできませんのでご了承ください。 

○ 臨時休業した場合、翌日から授業可能なときは、その日の時間割通りで準備をお願いします。 

非常災害時の対応について 

保存版 

登校について 

授業を打ち切って下校 

学 校 に 待 機  １ 状況を総合的に判断し、集団下校をする。  

２ お迎えの要請など、全家庭に連絡する。  

待機後、下のいずれかの対応と
なります                                                                                                                       

７時以降に警報が解除された場合でも、臨時休業は
変わりません。  
 
⇒登校させないでください。  
※児童館･留守家庭子ども会も休館です。  

 

 
その他 

教職員の見守りにより下校します。  

ＨＰ・携帯サイトでお知
らせします 

メール配信・ＨＰでお知
らせします 

臨時休業 

午前７時の時点 

 
３つのうち１つでも警報が出ている 

大 雨 警 報  

洪 水 警 報  

暴 風 警 報  

台風時の下校 

訂正版 


